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(54)【発明の名称】 内視鏡

(57)【要約】
【目的】  正確且つ容易に、挿入部の最大外径及び有効
長を視認することができる内視鏡を提供する。
【構成】  可撓性を有する管状の体内挿入部１１を有す
る内視鏡１０において、体内挿入部１１の有効長及び最
大外径寸法を表示する表示部３０（３０ａ、３０ｂ）
を、体内挿入部１１の側面に設けた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  管状の挿入部を有する内視鏡において、
この挿入部の有効長を表示する表示部を備えたことを特
徴とする内視鏡。
【請求項２】  管状の挿入部を有する内視鏡において、
この挿入部の最大外径寸法を表示する表示部を備えたこ
とを特徴とする内視鏡。
【請求項３】  管状の挿入部を有する内視鏡において、
この挿入部の有効長及び最大外径寸法を表示する表示部
を備えたことを特徴とする内視鏡。
【請求項４】  請求項１乃至３のいずれか一項に記載の
内視鏡において、前記表示部は前記挿入部に設けられて
いる内視鏡。
【請求項５】  請求項１乃至３のいずれか一項に記載の
内視鏡において、前記表示部は前記内視鏡の把持操作部
に設けられている内視鏡。
【請求項６】  請求項１乃至３のいずれか一項に記載の
内視鏡において、前記表示部は前記挿入部と前記内視鏡
の把持操作部の間に位置する連結部近傍に設けられてい
る内視鏡。
【請求項７】  請求項１乃至６のいずれか一項に記載の
内視鏡において、前記挿入部は、可撓性を有する可撓管
である内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の技術分野】本発明は、管状の挿入部を有する内
視鏡に関する。
【０００２】
【従来技術およびその問題点】近年、内視鏡検査（内視
鏡処置）は、多くの診療科で幅広く行なわれている。内
視鏡は、消化器用、呼吸器用、耳鼻科用など適用部位に
応じて種々開発されており、適用部位を同一とする内視
鏡においても、検査目的や患者（患者の状態）に適宜対
応できるよう、複数の機種が設けられている。このよう
に多機種の内視鏡を、術者（内視鏡操作者）はその手技
や検査目的、患者の状態などに応じて選択し、使い分け
る。例えば、大腸検査では、結腸全域を観察する場合は
挿入管の有効長が長いものを選択し、直腸からＳ字結腸
までを観察する場合は有効長が短いもの、Ｓ字結腸から
下行結腸までを観察する場合は有効長がその中間のもの
を選択する。また、トラカール（外套管）に挿入管を挿
通して処置を行なう場合は、トラカールの最小内径より
も挿入管の外径が細いものを選択する必要がある。
【０００３】しかしながら、従来の内視鏡では、挿入管
の外径や有効長を視認するだけでは正確に知ることがで
きず、術者は、内視鏡選択の際に、どの内視鏡が最適で
あるのか判断しづらかった。
【０００４】
【発明の目的】本発明は、正確且つ容易に、挿入部の最
大外径及び有効長を視認することができる内視鏡を提供
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することを目的とする。
【０００５】
【発明の概要】本発明は、管状の挿入部を有する内視鏡
において、この挿入部の有効長を表示する表示部を備え
たことに特徴を有している。この構成によれば、術者
（内視鏡操作者）は、挿入部の有効長を正確且つ容易に
視認することができる。
【０００６】また本発明は、管状の挿入部を有する内視
鏡において、この挿入部の最大外径寸法を表示する表示
部を備えたことに特徴を有している。この構成によれ
ば、術者（内視鏡操作者）は、挿入部の最大外径の大き
さを正確且つ容易に視認することができる。
【０００７】また本発明は、管状の挿入部を有する内視
鏡において、この挿入部の有効長及び最大外径寸法を表
示する表示部を備えたことに特徴を有している。この構
成によれば、術者は（内視鏡操作者）は、挿入部の有効
長及び最大外径の大きさを正確且つ容易に視認すること
ができる。
【０００８】前記表示部は、術者（内視鏡操作者）が視
認しやすいように、挿入部または内視鏡の把持操作部に
設けられていると好ましい。若しくは、挿入部と把持操
作部の間に位置する連結部近傍に設けられていてもよ
い。また、前記挿入部は、可撓性を有する可撓管とする
ことができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】図１は、本発明を適用した内視鏡
１０を示す外観図である。内視鏡１０は、可撓性を有す
る管状の体内挿入部１１と、この内視鏡１０の操作者が
把持する把持操作部１２と、把持操作部１２の側部に延
設されたユニバーサルチューブ１３を有している。ユニ
バーサルチューブ１３の先端には、内視鏡１０に照明光
を供給する光源装置を接続するための光源差込部１４が
設けられている。
【００１０】体内挿入部１１は、先端側（図１において
右方）から順に、先端部１１ａ、湾曲部１１ｂ、挿入部
可撓管１１ｃを備えている。先端部１１ａには、図３に
示すように、対物レンズ１５、照明用レンズ１６、送気
ノズル１７ａ、送水ノズル１７ｂ、処置具挿通チャンネ
ル出口１８が配置されている。対物レンズ１５によって
結像された体腔画像は、体内挿入部１１から把持操作部
１２に至る光学ファイババンドルを介して接眼レンズ２
０から観察することができる。照明用レンズ１６には、
ユニバーサルチューブ１３から把持操作部１２及び体内
挿入部１１内を通るライトガイドファイババンドルを介
して、光源差込部１４に接続された光源装置からの照明
光が与えられる。湾曲部１１ｂは、把持操作部１２に設
けた湾曲操作ノブ１９によって湾曲操作される。
【００１１】把持操作部１２には、処置具挿通チャンネ
ル出口１８に連通する入口部を構成する処置具挿通入口
突起２１が設けられている。なお、体内挿入部１１と把
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持操作部１２の間に位置する連結部２２は、体内挿入部
１１に隣接する部分の外側が折れ止めゴム管２２ａによ
って覆われている。
【００１２】以上の内視鏡１０には、体内挿入部１１の
側面に位置させて、体内挿入部１１の最大外径表示３０
ａ及び有効長表示３０ｂ（図２）が付されている。すな
わち、体内挿入部１１自体が、体内挿入部１１の最大外
径及び有効長を表示する表示部３０として機能してい
る。ここで、体内挿入部１１の有効長とは、体内挿入部
１１の先端から折れ止めゴム管２２ａ端部までの長さを
いう。図４は体内挿入部１１の部分拡大図である。なお
本実施形態では、挿入部可撓管１１ｃと湾曲部１１ｂの
接合部２３、及び湾曲部１１ｂと先端部１１ａの接合部
２４、及び、先端部１１ａに形成されたレンズフード係
止部２５の径が、体内挿入部１１の最大外径となってい
る。
【００１３】この表示部３０により、内視鏡操作者は、
体内挿入部１１の最大外径及び有効長を正確且つ容易に
知ることができ、被検部位や被検目的などに応じて適切
な内視鏡を選択することができる。例えば、狭窄や癒着
がみられる患者に対しては挿入部外径が細いものを選択
し、患者が幼少児である場合には挿入部外径が細く、且
つ有効長が短い幼少児専用のものを選択する。また腹腔
鏡下外科手術や胸腔鏡下外科手術のようにトラカール
（外套管）に体内挿入部１１を挿通して処置を行う場合
には、挿入部外径が上記トラカールの最小内径よりも細
いものを選択する。また親子式スコープの子スコープと
なる内視鏡を選択する場合には、親スコープの鉗子チャ
ンネルが子スコープのガイド管路となるから、挿入部外
径が上記鉗子チャンネルの最小内径よりも細いものを選
択する。
【００１４】本実施形態では、表示部３０を体内挿入部
１１自体に設けているが、図５に示すように把持操作部
１２に設けてもよく、図６に示すように連結部２２近傍
に設けてもよい。つまり、内視鏡操作者が視認しやすい
位置であればよい。
【００１５】以上、図示実施形態を参照して本発明を説
明したが、本発明の内視鏡は図示実施形態に限定される
ものではない。例えば、本発明は、光学ファイバや接眼
レンズ２０の代わりにＣＣＤ等を用いた電子内視鏡にも*
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*適用可能である。
【００１６】
【発明の効果】本発明によれば、管状の挿入部を有する
内視鏡において、挿入部の最大外径及び有効長を正確且
つ容易に視認することができ、検査目的や患者の状態な
どに応じて適切な内視鏡を選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した内視鏡の一実施形態を示す外
観図である。
【図２】図１の矢印I方向から見た、体内挿入部の側面
図である。
【図３】図１の矢印II方向から見た、体内挿入部の正面
図である。
【図４】体内挿入部の部分拡大図である。
【図５】表示部を把持操作部に設けた内視鏡を示す図で
ある。
【図６】表示部を連結部近傍に設けた内視鏡を示す図で
ある。
【符号の説明】
１０  内視鏡
１１  体内挿入部
１１ａ  先端部
１１ｂ  湾曲部
１１ｃ  挿入部可撓管
１２  把持操作部
１３  ユニバーサルチューブ
１４  光源差込部
１５  対物レンズ
１６  照明用レンズ
１７ａ  送気ノズル
１７ｂ  送水ノズル
１８  処置具挿通チャンネル出口
１９  湾曲操作ノブ
２０  接眼レンズ
２１  処置具挿通入口突起
２２  連結部
２２ａ  折れ止めゴム管
２３  ２４  接合部
２５  レンズフード係止部

【図２】
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